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平成１８年１２月１１日
経 済 産 業 省
東 北 経 済 産 業 局

特定商取引法違反の内職商法業者に対する

取引停止命令（３か月）について

経済産業省は、業務提供誘引販売（いわゆる内職商法）業者である株式会社テク

（ ） 、 （ 、ノサイエンス 宮城県仙台市青葉区 に対し 特定商取引法の違反行為 不実告知

虚偽広告等）を認定し、同法第５７条第１項の規定に基づき、平成１８年１２月

１２日から平成１９年３月１１日までの３か月間、業務提供誘引販売取引の一部を

停止するよう命じました。

１．株式会社テクノサイエンスは、テクノサイエンスまたはデータジョブの名称を名乗

り、在宅ワークで収入を得るのに必要と告げ「データバンクシステム」と称する教材

を販売する業務提供誘引販売取引を行っているところ、在宅ワークを希望する消費者

に対して電話をかけ、あたかも必ず収入が得られるかのように 「毎日できなくとも、

月５万円から７万円の収入を取れます 「１日２時間仕事をすれば、月２万円は稼。」、

げます 「当社のワーカーの中には月に２０万円から３０万円の報酬を取っている。」、

人もいます 」などと事実と異なることを告げ勧誘していました。。

２．また、仕事量に限りがあるにもかかわらず 「仕事は、いつでも好きなときに好き、

なだけできます 「仕事はいくらでもあります、切れることもありません 」などと。」、 。

事実と異なることを告げ勧誘していました。

３．さらに、虚偽の報酬実績を同社のホームページに表示していました。



- 2 -

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話 ０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３
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株式会社テクノサイエンスに対する行政処分の概要

１．事業者の概要

事業者名 （株）テクノサイエンス

代表者 阿部光裕

登記簿上の本店所在地 仙台市青葉区国分町二丁目２番５号

資本金 １，０００万円

設立 平成１５年８月８日

取引形態 業務提供誘引販売取引（いわゆる内職商法）

商品 「データバンクシステム」と称する教材

（販売価格４９８，７５０円）

売上高 １億９，７００万円（平成１６年８月～平成１７年７月）

１億７，９００万円（平成１７年８月～平成１８年５月）

２．関連事業者との関係

（１）株式会社テクノサイエンス（以下「テクノサイエンス」という ）は、代表取締。

役阿部光裕が平成１７年６月に設立した有限会社ステージアップ（以下「ステージ

アップ」という ）に、テクノサイエンスに在籍していた営業社員を全て退職させ。

ステージアップの社員として採用した上で、テクノサイエンスの名称を名乗らせて

消費者を勧誘し、テクノサイエンスの名義で消費者と契約を行う等の販売業務を行

わせていた。

（株）テクノサイエンス
仙台市青葉区 （株）システムサポート

東京都中央区

消費者

（データバンクシステム契約書）

（①「サポート及び業務委託契約」
②「継続的商品取引契約」 )

（業
務
請
負
契
約
書
）

図－１．テクノサイエンス取引関係図（契約状況）

業務提供誘引販売取引の契約

①：テクノサイエンスが教材販売した消費者へシス
テムサポートが研修サポート等を行う契約
②：システムサポートがテクノサイエンスへ教材卸
販売する契約及び、システムサポートが、テク
ノサイエンスの教材販売した消費者へ教材を
発送する契約
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テクノサイエンス社名を使い電話勧誘

教材の販売契約
であるが、実態は、
ステージアップが
テクノサイエンス
の名称を用い電話
により業務提供誘
引販売をしていた。
契約書などには
販売店名をテク
ノサイエンスとし
ていた。
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（２）株式会社システムサポート（以下「システムサポート」という ）は、テクノサ。

イエンスと業務委託契約等を締結し 「データバンクシステム」と称する教材（以、

下「本件教材」という ）のテクノサイエンスへの販売とテクノサイエンスが本件。

教材を販売した消費者への教材の発送、消費者への研修業務、及び、スキルチェッ

クに合格した消費者を能力に応じてＡからＣの業務レベルにランク付けし入力等業

務の提供を行っていた。

３．取引の概要

テクノサイエンスは、パソコン等の入力等業務を行う在宅ワークを勧誘する同社の

ホームページから資料請求した消費者に対して、在宅ワークに必要であるとして、本

件教材の購入について、同社の営業部門的な役割を持ち同社と一体的な関係にあるス

テージアップに勧誘させ、テクノサイエンスの名義で本件教材を販売させていた。

その際、消費者に対して、業務提供利益について「当社のワーカーの中には月に２

０万円から３０万円の報酬を取っている人もいます 「仕事はいくらでもあります、。」、

切れることもありません 」などと、不実のことを告げていた。。

４．取引停止命令の内容等

（１）取引停止命令の内容

特定商取引法第５１条第１項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引

販売取引のうち、次の行為を停止すること

①業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をすること。

②業務提供誘引販売取引についての契約の申込みを受けること。

③業務提供誘引販売取引についての契約を締結すること。

（２）取引停止命令の期間

平成１８年１２月１２日から平成１９年３月１１日まで（３か月間）

５．取引停止命令の原因となる事実

テクノサイエンスは以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、業務提

供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認められた。

（１）不実告知（特定商取引法第５２条第１項）

・業務提供利益に関すること（第４号）

同社は、資料請求を行った消費者に対して本件教材を勧誘する際に、入力等業務

について「毎日できなくとも月５万円から７万円の収入を取れます 「最低ラン。」、

クのＣランクでも１日２時間仕事をすれば、月２万円は稼げます 「当社のワー。」、

カーの中には月に２０万円から３０万円の報酬を取っている人もいます 、などと。」

告げていた。しかしながら、実際には、上記のような報酬額を得ていた者はいなか

った。

また、提供される仕事の量について「仕事は、いつでも好きなときに好きなだけ

できます 「仕事はいくらでもあります、切れることもありません 」などと告げ。」、 。

ていた。しかしながら、実際には、提供する入力等業務の量には限りがあり、好き

なだけできるほどの仕事を提供されていなかった。
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・判断に影響を及ぼす重要なもの（第５号）

同社は資料請求を行った消費者に対して本件教材を勧誘する際に、入力等業務の

仕事が得られるまでの期間について 練習 テストは１か月あればできます 初「 、 。」、「

心者でもできます 「トレーニングもテストも簡単なものです 「誰でもできま。」、 。」、

す 」などと事実と異なることを告げていた。。

（２）虚偽広告（特定商取引法第５４条、特定商取引法施行規則第４２条第２号）

同社は、システムサポートからの平成１６年１０月分の報酬実績が存在しないに

もかかわらず 「報酬例：１ｶ月の当社実績 「上記表は平成１６年１０月現在の実、 」、

績です 」として、存在しない報酬実績を同社のホームページ上に表示していた。。

（３）交付書面の虚偽記載（特定商取引法第５５条第１項、特定商取引法施行規則第４

３条第１項第４号、特定商取引法第５５条第２項第２号）

同社は、システムサポートからの平成１６年１０月分の報酬実績が存在しないに

もかかわらず 「報酬例：１ヶ月の当社実績 「上記表は平成１６年１０月現在の、 」、

実績です 」として、存在しない報酬実績を概要書面及び契約書面に記載し交付し。

ていた。

６．勧誘事例

【事例１】

消費者Ａは平成１７年７月、テクノサイエンスのホームページに「１日２、３時
間、ワードやエクセルを使った入力の仕事をすると初心者でも高収入を得ることが
できる」とあるのを見て資料請求画面から住所、名前、電話番号を入力して資料を
請求した。
数日後、同社から本件教材に係る概要書面、契約書面、金銭借用申込書等がＡ宅
に届いた頃に営業員のｘから電話があり、ｘは「１日に２、３時間仕事をするが、
毎日できなくとも月５万円から７万円の収入を取れます。それだけの仕事を紹介し
ています 」とホームページにあったような収入が得られる仕事であると説明を始め。
た。
また「仕事をもらう前に受けなければならない練習とテストがある 「練習、テ。」、
ストは１か月あればできます 「初心者でもできます 」と誰にでもできるように。」、 。
告げた。

、 「 。 。」、さらに ｘは この仕事をするにはお金が掛かります 働いた分で必ず返せます
「１か月１万５千円を支払うローンを組んでも、月５万円の収入があると３万５千
円は残ります 「金融会社も紹介します 」と仕事で得た収入の中から支払が十分。」、 。
できるから心配ないし、金融会社も世話すると話した。借りる金額が５０万円と聞
いたＡには大金だったので何にかかるお金か聞いたところ、ｘから「仕事をするた
めの開業資金と思って下さい 」と言われ、Ａはそのようなものかと疑問も持たなか。
った。しかしＡが１人では判断できないので夫に相談するとｘに話すと「ご主人に
相談したら反対されるので話さない方がいいですよ 」とｘに反対され、ｘにすぐ契。
約書を書くように言われたのでＡは契約書面と金銭借用申込書に記入し契約した。
なお、Ａに交付された概要書面及び契約書面には、存在しない平成１６年１０月
分の報酬実績が記載されていた。
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【事例２】

、 「 」消費者Ｂは平成１７年６月 自宅のパソコンからインターネットで 在宅ワーク
をキーワードに検索し、ヒットした中から適当に数社を選び資料を請求した。資料
請求して２日くらい過ぎた日の夕方、Ｂ宅にテクノサイエンスのｙと名乗る営業員
から電話があった。ｙは「仕事は、いつでも好きなときに好きなだけできます 」と。
話し、報酬について「ランクに応じて単価が異なりますが、最低ランクのＣランク
でも１日２時間仕事をすれば、月２万円は稼げます 」とか「頑張ればどんどん稼げ。
。」 。 、「 ， 。 、ます などと話した また 初期費用が４９８ ７５０円掛かります この額は

どの会社と契約する場合でも同じくらいの費用が掛かります 「収入の中から月々。」、
返済していけますから長く続ければ絶対得です 」と話した。さらに、ｙは「仕事を。
する前に簡単なトレーニングを１００時間、受けてもらうことになります 」と話し。
た。
、「 。」、「 」ｙは 皆さんも同じように頑張っていますよ Ｂさんもやってみませんか？

、 、「 。」などと繰り返し話したので Ｂはやってみようという気持ちになり やってみます
と答えた。
なお、Ｂに交付された概要書面及び契約書面には、存在しない平成１６年１０月
分の報酬実績が記載されていた。

【事例３】

消費者Ｃは平成１８年２月 「データバンクシステム」と掲載されているホームペ、
ージから資料を請求した。後日、テクノサイエンスのｚと名乗る男性からＣの携帯
電話に電話があり、ｚは「紹介しているシステムはデータバンクシステムというも
ので４９８，７５０円かかりますが、それは必要なものです 」とそのメリットにつ。
いて話し始めた 「１日２、３時間仕事をすると、ひと月にだいたい４、５万円の報。
酬になります 「初心者でも月に１万５千円以上は稼げます 「当社のワーカー。」、 。」、
の中には月に２０万円から３０万円の報酬を取ってる人もいます 「仕事は、専用。」、
のサーバーがあっていつでもすることが可能です 「仕事をする前にトレーニング。」、
を受けてもらいますがＡ、Ｂ、Ｃランクがあります最初はＣランクから初めてもら
います 「仕事は、トレーニングが終わったらすぐに出来ます 「仕事をするお。」、 。」、
金は、一括でも分割でも支払い可能です。分割の場合は報酬を得ていただいた中か
ら１万５千円を支払うことになりますので、そんなに負担にはなりません 「途中。」、
で辞める人はいません 「やればやっただけ、収入になりますので頑張って続けて。」、
下さい 」などと告げた。。
Ｃがパソコン検定やワープロ検定の資格を持っていると言うと、ｚは「Ｃさんだ
ったらすぐに始められて、Ｃランクから始めても月４、５万円の収入よりもっと稼
げますよ 」などと言い、Ｃは申し込むことにした。。
なお、Ｃに交付された概要書面及び契約書面には、存在しない平成１６年１０月
分の報酬実績が記載されていた。


